
Children’s Views & Voices会則 

（名称） 
第１条　この会は、Children’s Views & Voices（以下、「CVV」という。）と称し、主

たる事務所を大阪市東成区東小橋2－5－32　eトコ・プロジェクト内に置く。 

２　この会は、前項のほか、従たる事務所を大阪市北区西天満4－1－4第三大阪弁護士
ビル503号　葛城・森本法律事務所内に置く。 

（目的） 
第２条　本会は、社会的養護で育ちあるいは育った人たち（以下、「社会的養護で育っ
た当事者」という。）が社会的養護に関心のある人たちとともに、社会的養護で育っ
た当事者の“声”や“視点”を大切にする居場所を作り出すこと、また、社会的養護で育っ
た当事者の等身大の“声”や“視点”を社会に発信し対話を重ねることで、社会的養護で育っ
た当事者やその担い手をエンパワメントし、もって、社会的養護の質を向上させるこ
と、さらには、社会的養護の認知度や理解度を高め、社会的養護で育った当事者もそ
うでない人も住みやすく生きやすい社会をつくることを目的とする。 

（事業） 
第３条　本会は、第２条の目的達成のため、次の各号に掲げる事業を行うものとする。 
　（１）社会体験事業 

社会的養護で育つ子どもを対象に、多様な社会資源を活用して、遊び、レクリ
エーション、文化的・芸術的活動などを行い、互いに交流し、さまざまな社会体験
ができる場をつくる。 

（２）対話・エンパワメント事業 
①児童養護施設等を訪問して、交流会、講演などを行い、社会的養護で育つ子ども
の声を聴いて、子どもに寄り添い、一人ひとりが大切な存在であることを伝え
る。また、社会的養護で育った当事者が、対話を通じて、互いの悩みや夢を共有
し、協働して課題に向き合い夢を実現していけるようにエンパワメントする。 
②社会的養護の担い手（児童養護施設・児童相談所等の職員、里親等）を対象に、
座談会、意見交換会などを行い、対話を通じて、互いの理解を深め、エンパワメ
ントし合える関係や仕組みを構築する。 

（３）居場所事業 
社会的養護で育った人を対象に、食事会や宿泊会などを行い、安心・安全に悩
みを語ったり、人生をふりかえったり、社会的養護で育った先輩・後輩や新しい
人との出会いの場を提供する。 

（４）就学・就労支援事業 
大学訪問、職場体験、学習支援ボランティア、就学・就労に関する情報や社会資
源の提供などを行う。 

（５）学習および研究事業 
社会的養護の現状やあり方等についての学習会、関連施設の訪問などを行う。 

（６）社会的啓発事業 
ニューズレターの発行、冊子や本の制作・出版、ブログ・ホームページなどイン



ターネットによる発信、座談会・講演等による啓発などを行う。 
（７）その他目的達成に必要な事業 

（会員） 
第４条　本会の会員は、第２条の目的に賛同する者で、次の通りとする。 
　（１）正会員　　　社会的養護で育ちあるいは育った者 
（２）準正会員　　本会の目的に賛同し、正会員とともに、各事業の運営に関与し、
中核的な活動を行う者 
（３）賛助会員　　本会の目的に賛同し、財政的な支援および各事業のサポートを行 
う者 

（役員） 
第５条　本会に、次の役員を置く。 
　（１）代表　　　１名 
　（２）副代表　　２名 
　（３）会計　　　１名 
　（４）部会長　　若干名 
　　なお、本会に、会計監査を置くことができる。 

（役員の職務） 
第６条　代表は、本会を代表し、事業を統括する。 
２　副代表は、代表を補佐し、代表が事故ある時は、その職務を代行する。 
３　会計は、会計業務を行う。 
４　部会長は、担当事業を執行する。 
５　会計監査は、本会の会計を監査する。 

（役員の選出および任期） 
第７条　役員は、正会員および準正会員による互選とする。 
　２　役員の任期は、２年とし、再任を妨げない。 
　３　欠員により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 
　４　会計監査を置くときは、その選出および任期は、役員と同様とする。 

（運営委員会） 
第８条　運営委員会は、正会員及び準正会員（以下、「運営会員」という。）により構
成する。 

（運営委員会の権能） 
第９条　運営委員会は、次に掲げる事項を議決する。 
　（１）会則の変更 
　（２）解散 
　（３）事業計画及び収支予算 
　（４）事業報告及び収支決算 
　（５）役員の選任又は解任 
　（６）会費の額 



　（７）役員会から付託された事項 
　（８）その他運営に関する重要事項 

（運営委員会の議決） 
第10条　運営委員会における議決事項は、出席運営会員の過半数をもって決し、可否同
数のときは、代表の決するところとする。 

（運営委員会の招集） 
第11条　運営委員会は、代表が招集する。 
　２　運営会員以外の者は、代表の許可を得て、運営委員会を傍聴することができる。 

（役員会） 
第12条　役員会は、代表、副代表、会計、部会長をもって構成する。 

（役員会の権能） 
第13条　役員会は、次に掲げる事項を議決する。 
（１）事務局の組織及び運営 
（２）運営委員会に付議すべき事項 
（３）運営委員会の議決した事項の執行に関する事項 
（４）その他会務の執行に関する事項 

（役員会の招集） 
第14条　役員会は、代表が招集する。 
２　運営会員は、役員会の求めに応じ、役員会に出席し、意見を述べることができ
る。 

（部会） 
第15条　本会の運営を円滑に進めるため、運営委員会の議決を経て、事業別の部会をお
くことができる。 
２　各部会は、次の業務を行う。 
①事業計画案及び予算案を作成し、役員会・運営委員会に報告すること。 
②役員会・運営委員会の議決に従い、事業の具体的な企画・立案・執行等を行うこ
と。 
③事業報告及び収支決算を作成し、役員会・運営委員会に報告すること。 
３　各部会は、各事業の企画等の責任者として、部会長及び副部会長を選任することが
できる。なお、部会長及び副部会長の選出及び任期については、各部会において定め
るものとする。 

（経費） 
第16条　本会の経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。 

（会費） 
第17条　本会の会費については、運営委員会により別途定める。なお、正会員及び準正
会員の会費は、運営委員会の議決を経て減免することができる。 



（会計年度） 
第18条　本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。 

（附則） 
第19条　この会則は、平成13年６月30日から施行する。 

　平成14年6月27日　一部改正 
　平成15年2月10日 一部改正 

　平成23年6月5日 一部改正 

　令和元年9月13日 一部改正 

　令和元年10月14日 一部改正 


